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新 旧 修正理由・備考 

第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

 

１ 屋内退避及び避難誘導 

＜略＞ 

(2)  町長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があった

とき、又は原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言が

あるまでの間において人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の

拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、住民等に対する屋内

退避又は避難の指示等の措置をとる。 

ア 屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要

な指示を行う。必要に応じてあらかじめ指定された施設以外の施設につい

ても、災害に対する安全性を確認し、かつ管理者の同意を得た上で、退避

所又は避難所を開設する。 

イ 避難誘導に当たっては、要配慮者とその付添人の避難を優先する。特に

放射線の影響を受けやすい妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 

ウ 退避・避難のための立ち退きの指示等を行った場合は、警察、消防等と

協力し、住民等の退避・避難状況を的確に把握する。 

エ 退避所又は避難所の開設に当たっては、退避所又は避難所ごとに避難者

の早期把握に努めるとともに、情報の伝達、食料、水等の配布等について

避難者、住民、自主防災組織等の協力を得て、円滑な運営管理を図る。 

 オ 感染症の流行下において、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばく

によるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、住民等の生

命・健康を守ることを最優先とする。具体的には、避難又は一時移転を行う

場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所等に

おける感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着

用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 

第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

 

１ 屋内退避及び避難誘導 

＜略＞ 

(2)  町長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があった

とき、又は原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言が

あるまでの間において人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の

拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、住民等に対する屋内

退避又は避難の指示等の措置をとる。 

ア 屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要

な指示を行う。必要に応じてあらかじめ指定された施設以外の施設につい

ても、災害に対する安全性を確認し、かつ管理者の同意を得た上で、退避

所又は避難所を開設する。 

イ 避難誘導に当たっては、要配慮者とその付添人の避難を優先する。特に

放射線の影響を受けやすい妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 

ウ 退避・避難のための立ち退きの指示等を行った場合は、警察、消防等と

協力し、住民等の退避・避難状況を的確に把握する。 

エ 退避所又は避難所の開設に当たっては、退避所又は避難所ごとに避難者

の早期把握に努めるとともに、情報の伝達、食料、水等の配布等について

避難者、住民、自主防災組織等の協力を得て、円滑な運営管理を図る。 

 オ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原子力災害

が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大による

リスクの双方から、住民等の生命・健康を守ることを最優先とする。具体的

には、避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避難先等における感

染拡大を防ぐため、避難所等における感染者とそれ以外の者との分離、人と

人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実

施する。 
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【原子力災害対策編】第３章第７節 


